
  
  

内 部 通 報 規 程   
  
  
  

（⽬ 的）   
第 １ 条 こ の 規 程 は、  NPO 法 ⼈ MamaCan  （以 下 「当 法 ⼈」 と い う。） に お け る、 不 

正 ⾏ 為 に よ る 不 祥 事 の 防 ⽌ 及 び 早 期 発 ⾒、 ⾃ 浄 作 ⽤ の 向 上、 ⾵ 評 リ ス ク の 管 
理、 及 び 当 法 ⼈ に 対 す る 社 会 的 信 頼 の 確 保 の た め、 内 部 通 報 制 度 （「ヘ ル プ 
ラ イ ン」 と 称 す る。） を 設 け る と と も に、 そ の 運 営 ⽅ 法 等、 必 要 な 事 項 を 定 
め る こ と を ⽬ 的 と す る。   

  
（対 象 者）   

第 ２ 条 こ の 規 程 は、 当 法 ⼈ の 役 員 及 び 職 員 を 含 む す べ て の 従 業 員 （以 下 「役 職 
員」 と い う。） に 対 し て 適 ⽤ す る。   

  
（通 報 等）   

第 ３ 条 当 法 ⼈ ⼜ は 役 職 員 の 不 正 ⾏ 為 と し て 別 表 に 掲 げ る 事 項 （以 下、 「申 告 事 項」 
と い う。） が ⽣ じ、 ⼜ は ⽣ じ る お そ れ が あ る 場 合、 役 職 員 （当 法 ⼈ が ⾏ う 事 
業 に 直 接 的 ⼜ は 間 接 的 に 関 係 す る 者 を 含 む。） は、 こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ 
に よ り、 通 報、 申 告 ⼜ は 相 談 （以 下 「通 報 等」 と い う。） を す る こ と が で き 
る。   

２ 通 報 等 を ⾏っ た 者 （以 下 「通 報 者」 と い う。）、 通 報 者 に 協 ⼒ し た 役 職 員 及 
び 当 該 通 報 等 に 基 づ く 調 査 に 積 極 的 に 関 与 し た 役 職 員 （以 下、 「通 報 者 等」 
と い う。） は、 こ の 規 定 に よ る 保 護 の 対 象 と な る。   

３ 申 告 事 項 が ⽣ じ、 ⼜ は ⽣ じ る お そ れ が あ る こ と を 知っ た 役 職 員 は、 こ の 規 
程 に 基 づ き、 通 報 等 を 積 極 的 に ⾏ う よ う 努 め る も の と す る。   

  
（通 報 等 の ⽅ 法）   

第 ４ 条 役 職 員 は、 次 に 定 め る ヘ ル プ ラ イ ン の 窓 ⼝ （以 下 「ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝」 と い 
う。） に 対 し て、 電 話、 電 ⼦ メー ル ⼜ は 直 接 ⾯ 談 す る ⽅ 法 等 に よ り 通 報 等 を 
⾏ う こ と が で き る。 各 ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝ の 電 話 番 号、 電 ⼦ メー ル の ア ド レ ス 
等   は、 別 途 役 職 員 に 通 知 す る。   
(1)コ ン プ ラ イ ア ン ス 規 程 に 定 め る コ ン プ ラ イ ア ン ス 担 当 理 事 （以 下 「コ ン プ 
ラ イ ア ン ス 担 当 理 事」 と い う。）   

(2)コ ン プ ラ イ ア ン ス 規 程 に 定 め る コ ン プ ラ イ ア ン ス 統 括 部 ⻑ （以 下 「コ ン プ 
ラ イ ア ン ス 統 括 部 ⻑」 と い う。）   

(3)外 部 機 関   
  

２ 契 約 ⼜ は 就 業 規 則 そ の 他 の 規 程 に 定 め る 守 秘 義 務 に 関 す る 規 定 は、 こ の 規 
程 の 定 め に 従っ て ⾏ わ れ る 通 報 等 を 妨 げ る も の で は な い。   

  
（ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝ で の 対 応）   

第 ５ 条 ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝ は、 申 告 事 項 に つ い て 受 け 付 け、 第 ７ 条 の 規 定 に 従 い、 
そ の 対 応 を ⾏ う も の と す る。   

２ 通 報 等 を 受 け た ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝ の 担 当 者 は、 通 報 者 に 対 し て、 通 報 等 を 受 
け た ⽇ か ら  20  ⽇ 以 内 に、 通 報 等 を 受 け た 事 項 に つ き 調 査 を ⾏ う 旨 の 通 知 ⼜ は 
調 査 を ⾏ わ な い こ と に 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 に は 当 該 理 由 を 明 ら か に し た う 
え、 調 査 を ⾏ わ な い 旨 の 通 知 を ⾏ う も の と す る。 た だ し、 通 報 者 が 当 該 通 知 
を 希 望 し て い な い 場 合、 匿 名 に よ る 通 報 等 で あ る た め 通 報 者 へ の 通 知 が 困 難 
で あ る 場 合、 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る 場 合 は こ の 限 り で な い。   

  
（公 正 公 平 な 調 査）   

第 ６ 条 通 報 等 を 受 け た 各 ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝ の 担 当 者 は、 通 報 等 の 内 容 （通 報 者 の ⽒ 
名 そ の 他 そ れ に よ り 通 報 者 を 特 定 す る こ と が 可 能 と な る 情 報 （以 下 「通 報 特   

  



  
            定 情 報」 と い う。） を 除 く。） を、 直 ち に コ ン プ ラ イ ア ン ス 担 当 理 事 （た だ   

し、 当 該 通 報 等 が 理 事 の 不 正 ⾏ 為 に か か る も の で あ る 場 合 に は 外 部 機 関） に 
報 告 す る。   

            ２     通 報 等 に 係 る 事 実 関 係 の 有 無 及 び そ の 内 容 に 関 す る 調 査 （以 下 「通 報 等 調   
            査」 と い う。） は、 管 理 部 に お い て 実 施 す る こ と を 原 則 と す る。 た だ し、 管 

理 部 が 関 係 す る 内 容 の 通 報 等 が 対 象 で あ る 場 合 そ の 他 管 理 部 に お い て 通 報 等 
調 査 を 実 施 す る こ と が 適 切 で な い 場 合 に は、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 担 当 理 事 ⼜ は 
外 部 機 関 の 指 ⽰ に よ り、 他 の 部 署 ⼜ は 担 当 者 に 通 報 等 調 査 を さ せ、 ⼜ は 法 律 
事 務 所 等、 外 部 の 調 査 機 関 に 通 報 等 調 査 を 依 頼 す る こ と が で き る。   

                      ３    通 報 等 調 査 は、 公 正 か つ 公 平 に ⾏ う も の と す る。   
４   役 職 員 は、 特 段 の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き、 通 報 等 調 査 に 対 し て 積 極 的 に 協 ⼒ 

す る も の と す る。   
５ 通 報 等 を 受 け た 各 ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝ の 担 当 者 は、 通 報 者 と の 間 で、 通 報 者 特 

定 情 報 に つ き、 通 報 等 調 査 の 担 当 者 を 含 む 当 法 ⼈ の 役 職 員 に 開 ⽰ す る こ と が 
で き る 内 容 及 び そ の 範 囲 に つ い て 合 意 し、 調 査 の 必 要 性 及 び 状 況 の 変 化 等 に 
応   じ、 通 報 者 と の 間 で 協 議 を ⾏ い、 か か る 合 意 の 内 容 を ⾒ 直 す も の と す る。 
役 職 員 は、 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に か か わ ら ず、 か か る 通 報 者 と の 合 意 に 反 す る 開 
⽰ を ⾏ う こ と は で き な い も の と す る。 た だ し、 匿 名 に よ る 通 報 等 で あ る た め 
通 報 者 と の 協 議 が 困 難 で あ る 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る 場 合 は こ の 
限 り で な い。   

  
（調 査 結 果 の 通 知 等）   

第 ７ 条 通 報 等 調 査 を 担 当 し た 部 署 （以 下 「調 査 担 当 部 署」 と い う。） は、 通 報 等 調 
査 に つ い て 結 果 に ⾄っ た 場 合 に は、 速 や か に、 当 該 結 果 を、 通 報 等 を 受 け 付 
け た ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 担 当 理 事 及 び 理 事 ⻑ に 対 し て 通 知 
す る も の と す る。 た だ し、 通 報 等 の 対 象 と なっ た 者 の 個 ⼈ 情 報 の 取 り 扱 い に 
つ い て は、 プ ラ イ バ シー の 侵 害 と な ら な い よ う、 ⼗ 分 注 意 す る も の と す る。   

２ ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝ は、 通 報 等 に 基 づ く 調 査 の 後、 遅 滞 な く、 通 報 者 に 対 し て 
そ の 内 容 を 通 知 す る。 た だ し、 通 報 者 に 対 し て 通 知 を ⾏ う こ と が 困 難 な 場 合 
は こ の 限 り で は な い。 ま た、 通 報 等 の 対 象 と なっ た 者 の 個 ⼈ 情 報 の 取 り 扱 い 
に つ い て は、 プ ラ イ バ シー の 侵 害 と な ら な い よ う、 ⼗ 分 注 意 す る も の と す 
る。   

  
（調 査 結 果 に 基 づ く 対 応）   

第 ８ 条 コ ン プ ラ イ ア ン ス 担 当 理 事 ⼜ は 通 報 等 の 対 象 と なっ た 業 務 の 執 ⾏ を 担 当 す る 
理 事 は、 通 報 等 に 基 づ く 調 査 の 結 果、 不 正 ⾏ 為 が 存 在 す る と の 報 告 を 受 け た 
場 合、 直 ち に コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 に 報 告 す る と と も に、 事 実 関 係 の 調 査 
を ⾏ い、 ⼜ は 当 該 不 正 ⾏ 為 を 中 ⽌ す る よ う 命 令 し、 必 要 に 応 じ て 懲 戒 処 分、 
刑 事 告 発 ⼜ は 再 発 防 ⽌ 措 置 等 の 対 応 を ⾏ う 等、 速 や か に 必 要 な 措 置 を 講 じ 
る。   

２ 通 報 者 等 が 当 該 調 査 対 象 で あ る 申 告 事 項 に 関 与 し て い た 場 合、 懲 戒 処 分 そ の 
他 の 取 り 扱 い に お い て、 通 報 等、 通 報 者 へ の 協 ⼒ 及 び 通 報 等 に 基 づ く 調 査 へ 
の 積 極 的 な 関 与 を し た こ と を 斟 酌 す る こ と が で き る。   

３ コ ン プ ラ イ ア ン ス 担 当 理 事 は、 通 報 等 調 査 の 結 果 及 び そ れ に 対 す る 対 応 の 概 
要 （た だ し、 通 報 者 等 の 使 命 を 除 く。） を、 速 や か に 理 事 会 に お い て 報 告 す 
る と と も に、 遅 滞 な く こ れ を 公 表 す る も の と す る。   

  
（情 報 の 記 録 と 管 理）   

                 第 ９ 条             通 報 等 を 受 け た 各 ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝ 及 び 調 査 担 当 部 署 は、 通 報 者 等 の 指 名   
                   （匿 名 の 場 合 を 除 く。）、 通 報 等 の 経 緯、 そ の 内 容 及 び 証 拠 等 を、 部 署 内 に お 

い て 記 録 し、 保 管 す る も の と す る。 た だ し、 通 報 者 に 関 す る 情 報 が、 第 ６ 条 
第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ き 許 容 さ れ る 範 囲 を 超 え て 開 ⽰ さ れ る こ と が な い よ う 留 
意 す る も の と す る。   

  



  
２ 通 報 等 を 受 け た 各 ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝、 調 査 担 当 部 署 ⼜ は コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 

員 会 に 関 与 す る 者 そ の 他 通 報 等 に 係 る 情 報 を 取 得 し た 者 は、 そ の 情 報 に 関 し 
て 秘 密 を 保 持 し な け れ ば な ら ず、 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り、 外 部 の 調 査 機 関 
に 当 該 情 報 を 開 ⽰ す る 場 合 に は、 当 該 開 ⽰ を 受 け た 者 が 第 三 者 に 当 該 情 報 を 
開 ⽰ し、 ⼜ は 漏 洩 す る こ と を 防 ⽌ す る 措 置 を 講 じ る も の と す る。   

３ 役 職 員 は、 各 ヘ ル プ ラ イ ン 窓 ⼝ ⼜ は 調 査 担 当 部 署 に 対 し て、 通 報 者 特 定 情 
報 の 開 ⽰ を 求 め て は な ら な い。   

  
（不 利 益 処 分 等 の 禁 ⽌）   

第 １ ０ 条 当 法 ⼈ の 役 職 員 は、 通 報 者 等 が 通 報 等 を ⾏っ た こ と、 通 報 者 に 協 ⼒ し た こ と 
⼜ は 通 報 等 に 基 づ く 調 査 に 積 極 的 に 関 与 し た こ と を 理 由 と し て、 通 報 者 等 に 
対 す る 懲 罰、 差 別 的 処 遇 等 の 報 復 ⾏ 為、 ⼈ 事 考 課 に け る マ イ ナ ス 評 価 等、 通 
報 者 等 に 対 し て 不 利 益 な 処 分 ⼜ は 措 置 を ⾏っ て は な ら な い。   

  
（懲 戒 等）   

第 １ １ 条 個 ⼈ に 関 す る 根 拠 の な い 誹 謗 中 傷 を 内 容 と す る 通 報 等 を ⾏っ た 場 合、 第 ９ 条 
第 ２ 項 に 規 定 す る 者 が 通 報 者 等 の ⽒ 名 そ の 他 通 報 等 に 係 る 情 報 を 開 ⽰ し、 若 
し く は 漏 洩 し た 場 合、 役 職 員 が 通 報 者 等 の ⽒ 名 等 通 報 者 等 に 関 す る 情 報 の 開 
⽰ を 求 め た 場 合 ⼜ は 前 条 の 規 定 に 違 反 し た 場 合 に は、 情 状 に よ り そ れ ら の 者 
を、 懲 戒 処 分 に 処 す。   

２ 懲 戒 処 分 の 内 容 は、 当 該 処 分 の 対 象 者 が 役 員 （監 事 を 除 く。 以 下 本 条 に お い 
て 同 じ。） の 場 合 は、 戒 告 と し、 職 員 の 場 合 は、 就 業 規 則 に 従 い け ん 責、 減   
給、 出 勤 停 ⽌、 懲 戒 解 雇 と す る。 た だ し、 役 員 の 場 合、 ⾃ 主 的 に 報 酬 を 減 額 
す る こ と を 妨 げ な い。   

３ 前 項 の 懲 戒 処 分 は、 役 員 に つ い て は 理 事 会 が 決 議 し、 職 員 に つ い て は 就 業 
規 則 に 従 う。   

  
（内 部 通 報 制 度 に 関 す る 教 育）   

第 １ ２ 条 当 法 ⼈ は、 役 職 員 に 対 し て、 公 益 通 報 者 保 護 制 度 も 含 む 内 部 通 報 制 度 に 関 
す る 研 修 を 定 期 的 に ⾏ い、 職 員 は か か る 研 修 を 積 極 的 に 受 講 す る も の と す 
る。   

  
（細 則）   

第 １ ３ 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か、 こ の 規 程 の 実 施 に 必 要 な 事 項 は、 理 事 会 
の 決 議 に よ り 別 に 定 め る こ と が で き る。   

  
（改 廃）   

            第 １ ４ 条     こ の 規 程 の 改 廃 は、 理 事 会 の 決 議 に よ る。   
  
  附 則   

        こ の 規 則 は、 令 和 ２ 年 ６ ⽉ １ ⽇ か ら 施 ⾏ す る。 （令 和 ２ 年 ５ ⽉ 理 事 会 決 議）   
  



  
            （別 表）   
            こ の 規 程 に お い て、 不 正 ⾏ 為 と し て 申 告 で き る 事 項 は、 次 の 事 項 と す る。   
            １ 法 令 ⼜ は 定 款 に 違 反 す る ⾏ 為   

２ 役 職 員 ⼜ は 取 引 先 そ の 他 の 利 害 関 係 者 の 安 全 ⼜ は 健 康 に 対 し て 危 険 を 及 ぼ す お そ れ 
の あ る ⾏ 為   

３ 就 業 規 則 そ の 他 の 当 法 ⼈ の 内 部 規 程 に 違 反 す る ⾏ 為 （た だ し、 ⼈ 事 上 の 処 遇 に 関 す 
る 不 満 を 除 く。）   

            ４ 当 法 ⼈ の 名 誉 ⼜ は 社 会 的 信 ⽤ を 侵 害 し、 ⼜ は 低 下 さ せ る 恐 れ の あ る ⾏ 為   
５ そ の 他 当 法 ⼈、 役 職 員 ⼜ は 取 引 先 そ の 他 の 利 害 関 係 者 に 重 ⼤ な 損 害 を ⽣ じ る お そ れ 
の あ る ⾏ 為   

  
以 上   


